
 

津波発生時における一時避難施設としての使用に関する協定 

 

 

◆締結日 

令和４年８月 25 日（木） 

  

◆協定締結先 

  社会福祉法人双樹会  愛知県豊橋市老津町字池上 106 番地の２ 

理事長  柴田 肇 

 

◆協定内容 

  施設の一部（屋上広場、遊戯室）を、緊急的な一時避難場所として地域住民に提供するこ

と。 

 

 

 

 

◆位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪メディアの方へ≫     ≪発表種別≫ 

☐ 取材をお願いします。   ☐ 記者会見発表資料 

☐ 事前告知をお願いします。 ☐ 記者会見情報提供資料 

 情報提供をします。     随時 

≪問い合わせ先≫ 

所属名 危機管理課 

連絡先  053-576-4538 

担当者 川合 

湖西市において津波が発生し、又は発生する恐れがある場合に、一時避難施設として社

会福祉法人双樹会希望の杜保育園の施設を提供していただくことで、地域住民の安全を確

保することを目的とし本協定を締結しました。 

令和４年９月２日発表 報道発表 

湖西市 


